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中
世
三
河
国
普
門
寺
領
四
至
再
考

服　

部　

光　

真

は
じ
め
に

　

中
世
地
域
社
会
に
お
け
る
仏
教
や
寺
院
の
位
相
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
山
寺
（
山
林
寺
院
、
山
岳
寺
院
）
の
存
在
が
注
目
さ
れ
て
い

る
。
考
古
学
的
調
査
が
各
地
で
進
展
）
1
（

し
、
文
献
史
学
の
側
か
ら
も
行
場
、
聖
地
な
ど
と
し
て
世
俗
地
域
社
会
と
の
断
絶
し
た
側
面
に
視
点

が
限
定
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
山
寺
に
つ
い
て
、
里
、
山
麓
村
落
と
の
密
接
な
関
連
を
有
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ

あ
）
2
（

る
。

　

と
り
わ
け
そ
う
し
た
視
角
か
ら
研
究
が
進
展
し
て
い
る
事
例
に
三
河
国
普
門
寺
が
あ
る
。

　

三
河
国
普
門
寺
は
、
三
遠
国
境
に
ま
た
が
る
弓
張
山
系
（
湖
西
連
峰
）
の
南
端
、
船
形
山
に
位
置
す
る
。
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
に
行

基
が
開
創
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
豊
橋
市
教
育
委
員
会
に
よ
り
行
わ
れ
た
発
掘
調
査
で
は
、「
元
々
堂
址
」
と
呼
ば
れ
る
平
場
か
ら
一

〇
世
紀
代
か
ら
の
遺
物
が
採
集
さ
れ
、「
元
堂
址
」
と
呼
ば
れ
る
平
場
か
ら
一
二
世
紀
の
遺
物
が
出
土
し
て
お
り
、
以
後
本
格
展
開
し
て

い
く
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。「
元
々
堂
址
」
を
中
心
と
す
る
古
代
山
寺
か
ら
発
展
し
、
中
世
に
は
「
元
堂
址
」（
東
谷
）、「
元
々

堂
址
」（
西
谷
）
の
二
大
拠
点
を
中
心
に
船
形
山
山
腹
に
坊
院
群
と
み
ら
れ
る
平
場
が
展
開
し
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
）
3
（
る
。

　

文
献
史
料
で
は
、
永
暦
二
年
（
一
一
六
一
）
僧
永
意
起
請
木
札
な
ど
、
一
二
世
紀
代
か
ら
の
多
彩
な
関
連
史
料
が
あ
り
、
中
世
普
門
寺
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の
成
立
過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
上
川
通
夫
氏
は
、
一
二
世
紀
中
葉
に
中
世
的
イ
エ
を
形
成
し
た
地
元
貴
顕
に
よ
る
自
覚
的
な
新

し
い
地
域
づ
く
り
（
地
縁
村
落
の
形
成
）
の
中
で
普
門
寺
が
設
定
さ
れ
、
僧
伽
の
原
理
に
よ
る
地
域
的
結
集
が
図
ら
れ
た
と
推
定
し
て

い
）
4
（

る
。
そ
の
動
向
は
、
地
域
民
衆
に
よ
る
地
縁
社
会
形
成
と
い
う
歴
史
課
題
へ
の
自
覚
的
な
思
想
表
現
と
し
て
、
曲
折
あ
る
日
本
中
世
仏

教
の
地
域
社
会
へ
の
定
着
過
程
の
一
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
筆
者
ら
愛
知
県
立
大
学
中
世
史
研
究
会
は
、
山
麓
村
落

の
雲
谷
、
岩
崎
を
対
象
と
し
て
、
関
連
文
献
調
査
、
古
地
名
・
伝
承
等
の
確
認
調
査
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
山
麓
村
落
が
中
世
を
通
じ
て

普
門
寺
「
境
内
」
と
認
識
さ
れ
、
普
門
寺
が
開
発
や
生
産
活
動
の
面
で
も
膝
下
村
落
と
無
関
係
で
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
）
5
（

る
。

　

こ
れ
ら
は
、
山
寺
と
中
世
地
域
社
会
と
の
密
接
な
関
係
を
探
る
研
究
と
し
て
重
要
だ
が
、
中
世
普
門
寺
の
成
立
基
盤
た
る
山
麓
地
域
社

会
の
実
態
に
つ
い
て
は
な
お
不
明
確
な
部
分
が
多
い
。
と
り
わ
け
そ
の
範
囲
に
つ
い
て
は
普
門
寺
近
隣
の
複
数
村
落
が
想
定
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
に
関
わ
る
同
時
代
の
史
料
を
欠
い
て
お
り
具
体
的
に
は
不
明
確
な
ま
ま
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
時
代
は
や
や
下
る
が
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
普
門
寺
四
至
注
文
写
は
そ
の
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
。
本
史
料
は
何
ら
か

の
訴
訟
を
契
機
と
し
て
寺
領
四
至
を
再
確
認
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
、
原
本
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
正
中
二
年
（
一
三
二

五
）
木
札
写
を
始
め
と
す
る
写
本
が
作
成
さ
れ
て
、
重
要
証
文
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
後
に
掲
げ
る
よ
う
に
寺
領
四
至

と
し
て
詳
細
な
地
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
で
は
失
わ
れ
た
地
名
も
多
く
、
そ
の
示
す
範
域
は
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
か
つ
て
筆

者
ら
は
、
古
地
名
の
聞
き
取
り
や
関
連
す
る
近
世
文
書
調
査
に
よ
り
い
く
つ
か
の
故
地
を
突
き
止
め
、
そ
の
復
原
の
概
略
を
示
し
）
6
（
た
。
そ

の
段
階
で
は
必
ず
し
も
結
論
を
意
図
せ
ず
、
地
元
で
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
た
伝
承
や
古
地
名
等
の
現
時
点
で
の
記
録
を
第
一
に
努
め
、

そ
の
上
で
予
察
と
し
て
復
原
想
定
案
を
提
示
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
文
献
調
査
の
進
展
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
新
知
見
が
得
ら
れ
、

想
定
し
て
い
た
概
略
復
原
図
に
つ
い
て
も
修
正
す
る
必
要
が
出
て
き
た
。

　

本
稿
で
は
、
改
め
て
仁
治
三
年
普
門
寺
領
四
至
注
文
を
取
り
上
げ
、
そ
の
範
域
復
原
に
よ
っ
て
、
中
世
普
門
寺
の
成
立
基
盤
と
な
っ
た

地
域
社
会
の
具
体
相
、
お
よ
び
そ
の
特
質
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
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第
一
章　

仁
治
三
年
普
門
寺
四
至
注
文
写
の
諸
本

　

仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
普
門
寺
四
至
注
文
の
原
本
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
写
本
と
し
て
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
木
札
）
7
（

写
、
応
安

元
年
（
一
三
六
八
）
紙
本
）
8
（

写
、
近
世
の
紙
本
）
9
（

写
が
知
ら
れ
て
い
る
。
従
来
、
応
安
元
年
紙
本
写
の
み
が
知
ら
れ
て
い
た
段
階
で
は
、
文
書

の
信
憑
性
が
問
わ
れ
て
い
）
10
（

た
。『
鎌
倉
遺
文
』
で
も
「
三
河
国
普
門
寺
四
方
指
写
」
と
名
付
け
ら
れ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
）
11
（

が
、
海
老
沢
衷

氏
に
よ
る
と
、『
鎌
倉
遺
文
』
で
「
四
方
指
」
と
名
付
け
ら
れ
た
文
書
は
扱
い
の
難
し
い
文
書
が
多
く
、
偽
文
書
の
可
能
性
が
あ
り
う
る

と
い
）
12
（

う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
応
安
元
年
紙
本
写
は
ス
リ
ケ
シ
に
よ
り
文
字
の
改
変
が
な
さ
れ
、
仁
治
三
年
の
干
支
の
誤
り
が
あ
り
、
し

か
も
内
容
上
も
寺
領
の
範
域
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
写
本
の
み
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
段
階
で
は
妥
当
性
の
あ
る
判

断
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
応
安
元
年
紙
本
写
が
底
本
と
し
た
正
中
二
年
木
札
写
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
で
、
本
文
書
の
示
す
内
容

が
鎌
倉
期
に
遡
る
こ
と
は
確
実
と
な
っ
た
。
改
め
て
諸
本
の
検
討
、
考
察
を
行
う
必
要
性
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
判
明
し
て
い
る
正
中
二
年
木
札
写
の
全
文
を
掲
げ
る
。
な
お
【
Ｂ
】【
Ｃ
】
部
分
に
関
し
て
は
応
安
元
年
紙
本
写
に
よ
り
補

い
、
欠
失
部
分
を
囲
ん
で
示
し
た
。【
Ｄ
】
部
分
は
応
安
元
年
紙
本
写
の
付
記
で
あ
る
。
応
安
元
年
紙
本
写
は
【
Ａ
】
部
分
を
欠
い
て
い

る
。

　
【
Ａ
】　　
　

権
僧
正
化
積
﹇
＿

　
　
　
　
　
　

勝
之
嶺
及
□

（
習
ヵ
）﹇

＿

　
　
　
　
　
　

被
仰
下
旨
﹇
＿

　
　
　
　
　
　

実
朝
二
位
﹇
＿

　
　
　
　
　
　

無
■（

ヵ
）令
知
行
﹇
＿

　
　
　
　
　
　

衆
徒
等　

栄
﹇
＿
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戒
断
堂
令
田
舎
﹇
＿

　
　
　
　
　
　

諸
堂
諸
坊
无
﹇
＿

　
　
　
　
　
　

船
形
桐
岡
院
﹇
＿

　
　
　
　
　
　

雖
企
訢（

マ
マ
）詔
不
吽（
ヵ
）﹇
＿

　
　
　
　
　
　

至
此
時
纔
境
﹇
＿

　
　
　
　
　
　

御
判
此
宮
殿
﹇
＿

　
　
　
　
　
　

帳
是
茂
一
処
﹇
＿

　
【
Ｂ
】　　
　

船
形
山
普
門
寺  
梧
岡
院

坂
本
雲
谷
・
同

　
　
　
　
　
　

岩
崎
之
郷
、  
余
郷
余
郡
或
他
国
仁
混
境
之
事
、

　
　
　
　

一
東
葉
鍋
山
嶺  

筋
於
限
、
末
葉
長
櫃
之
尾
、
梅
田
沢
、
境
川
於
限
也
、

　
　
　
　

一
南
葉
赤
池
与
梨
小
野  

之
堤
、
毘
沙
門
塚
、
円
尾
塚
、
落
合
、

　
　
　
　
　

樹
池
、
平
五
郎
塚  

与
梨
細
路
在
、
猿
馬
場
、
大
丸
尾
塚
与
梨
嶺
於
限
也
、

　
　
　
　

一
西
葉
傍

之
尾
、  

曲
松
、
唐
沢
、
剥
塚
、
九
橋
、

　
　
　
　
　

鎮
衛
之
松
原
、  

小
柿
之
渡
流
与
梨
、

　
　
　
　

一
北
葉
霜
降
岩  

之
北
、
大
沢
於
限
也
、

　
　
　
　
　

如
㍾件
、

　
　
　
　
　
　
　

仁
治
三
年
歳壬  

□□
正
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

別〻和

尚当〻
権
僧
正
覚
忠
判

　
【
Ｃ
】　

右
後
々
将
来
証  

文
、
鼠
敵
奮
迅
之
用
心
、
聊
宮
殿
之
内
写
㍾之
、

　
　
　
　
　
　

正
中
二
乙丑
三
月  

八
日　
　
　
　
　
　
　

和
尚
権
大
僧
都
覚
弁

　
【
Ｄ
】　  

件
之
旨
、
桐
岡
院
之
宮
殿
壁
板
之
裏
仁
被
㍾注
間
、
■
（
マ
マ
）不

㍾得
㍾見
、
今
度
依
㍼記（
奇
）瑞

㍽一
七
箇
日
排
㍼御
戸
於
㊥
以
㍼其
次
㍽於
㍼後
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代
㍽為
㍾令
㍾知
粗
写
㍾之
、
若
在
㍼時
一
山
滅
亡
之
剋
㍽在（衍

）者
、
密
開
㍼宮
殿
於
㍽猶
証
拠
可
㍾見
乎
、
不
㍾然
㍾者
、
聊

仁
不
㍾可
㍾

開
㍾之
歟
、
且
守
㍾此
状
㍾而
宜
令
㍼知
行
㍽者
也
、
尚
以
山
上
山
下
之
掟
、
寺
中
僧
侶
之
制
記
等
、
宮
殿
壁
之
面
仁
被
㍼注
置
㍽之

間
、
不
㍾及
㍼重
写
㍽歟
、
両
院
合
而
不
㍾違
㍼彼
壁
書
於
㊥
堅
可
㍾戒
㍼法
式
㍽者
也
、
仍
為
㍼後
代
亀
鏡
㊥
重
記
置
旨
如
㍾件
、

　
　
　
　
　

応
安
□（

元
）年
戊
申
五
月
廿
七
日　
　
　
　
　
　
　
　

権
律
師　

永
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
闍
梨　

弘
尊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

僧　

都　

覚
奝

　

正
中
二
年
木
札
写
は
、
本
尊
聖
観
音
像
の
宮
殿
壁
板
に
記
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
一
九
九
八
年
頃
の
宮
殿
修
理
の
際
に
見
出
さ
れ
た
。

下
部
は
欠
損
し
、
全
文
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
従
来
知
ら
れ
て
い
た
応
安
元
年
紙
本
写
に
は
無
い
【
Ａ
】
部
分
が
付
さ
れ
て
い

る
。
化
積
に
よ
る
中
興
、
尊
勝
峯
な
ど
の
山
内
霊
場
の
由
緒
な
ど
、
後
に
戦
国
期
に
成
立
す
る
『
普
門
寺
縁
）
13
（
起
』
に
も
記
さ
れ
る
よ
う
な

中
興
伝
承
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
、
次
い
で
「
被
仰
下
」「
実
朝
二
位
」
等
の
文
言
が
あ
り
、
鎌
倉
時
代
初
期
に
幕
府
か
ら
の
安
堵
を
受
け

て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
頃
の
安
堵
状
等
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
永
享
四
年
（
一
四
三
二
）
四
月
二
十
六

日
「
御
前
落
居
記
）
14
（
録
」
で
船
形
寺
（
普
門
寺
）
が
近
隣
武
士
の
疋
田
氏
と
雲
谷
等
の
三
名
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
際
に
、「
文
治
四
年
九
月

十
五
日
御
寄
進
状
」
が
証
文
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
何
ら
か
の
関
連
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
。【
Ａ
】
部
分
後
半
に

は
「
訴
訟
」「
境
」
な
ど
と
あ
り
、
領
域
の
境
目
を
め
ぐ
る
何
ら
か
の
訴
訟
が
契
機
と
な
り
、
普
門
寺
四
至
を
再
確
認
す
る
必
要
か
ら
、

本
文
書
が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
史
料
を
分
析
す
る
に
際
し
て
は
、
こ
う
し
た
作
成
目
的
、
史
料
的
性
格
を
気
に
留
め
て
お
く
必

要
が
あ
る
。

　
【
Ｂ
】
部
分
は
多
く
を
応
安
三
年
紙
本
写
に
拠
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
事
書
に
始
ま
り
、
一
つ
書
き
で
東
西
南
北
の
四
至
地
名
が
詳
細

に
記
さ
れ
る
。
事
書
に
よ
れ
ば
、
雲
谷
郷
、
岩
崎
郷
を
中
心
と
し
て
「
余
郷
余
郡
或
他
国
」
に
一
部
及
ん
で
い
た
と
い
う
。
そ
の
具
体
的

な
範
域
を
示
す
と
思
わ
れ
る
四
至
地
名
の
比
定
が
本
稿
の
課
題
で
あ
り
、
章
を
改
め
て
詳
細
に
論
じ
る
。



（ 　 ）

愛知県立大学大学院国際文化研究科論集第16号（2015）

二
四

73

　

年
月
日
は
、
正
中
二
年
木
札
で
は
「
仁
治
三
年
歳壬﹇
＿
」
と
あ
る
が
、
応
安
元
年
紙
本
写
で
は
「
仁
治
三
秊
歳
次
癸
卯
」
と
改
変
さ
れ
て
い

る
。
仁
治
三
年
の
干
支
は
壬
寅
な
の
で
、
応
安
元
年
紙
本
写
で
の
干
支
の
誤
り
が
偽
文
書
と
判
断
さ
れ
る
根
拠
と
な
っ
て
い
た
が
、
も
と

も
と
の
正
中
二
年
木
札
写
で
は
正
し
く
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
署
判
も
、
応
安
元
年
紙
本
写
で
は
、「
和
尚
権
大
僧
都
覚
忠
」

の
「
和
尚
」
は
「
別
当
」
の
文
字
が
擦
り
消
さ
れ
た
後
に
重
ね
書
き
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
改
変
の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
。
応
安
元

年
写
本
に
は
、
朱
書
き
で
文
字
や
送
り
仮
名
な
ど
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
は
後
世
に
わ
た
っ
て
寺
領
の
重
要
証
文
と
し
て
日

常
的
に
参
照
さ
れ
る
な
か
で
、
考
証
が
行
わ
れ
、
解
釈
の
便
宜
か
ら
注
記
が
付
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
【
Ｃ
】
部
分
は
、
正
中
二
年
木
札
写
作
成
の
際
に
付
け
加
え
ら
れ
た
部
分
で
あ
る
。
後
々
将
来
に
わ
た
る
重
要
証
文
で
あ
る
こ
と
が
既

に
認
識
さ
れ
、
鼠
害
を
恐
れ
て
宮
殿
内
の
壁
板
に
書
写
さ
れ
た
旨
が
記
さ
れ
る
。
年
月
日
は
、
正
中
二
年
木
札
写
で
は
「
正
中
二
乙丑
三

月
﹇
＿
」
と
あ
る
が
、
応
安
元
年
紙
本
写
で
は
「
正
中
弐
天
太
歳
乙
丑
三
月
八
日
」
な
ど
と
表
記
が
改
変
さ
れ
て
い
る
。

　

応
安
元
年
紙
本
写
作
成
の
際
に
付
加
さ
れ
た
【
Ｄ
】
部
分
に
よ
れ
ば
、
正
中
二
年
木
札
写
は
桐
岡
院
の
宮
殿
壁
板
の
内
に
記
さ
れ
て
い

た
た
め
披
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
奇
瑞
に
よ
り
一
七
日
開
帳
が
あ
り
、
そ
の
序
で
に
粗
ら
写
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
そ
し

て
、
一
山
滅
亡
の
時
に
は
宮
殿
内
の
壁
書
を
参
照
す
る
べ
き
だ
が
、
そ
う
で
な
い
と
き
に
は
開
け
る
こ
と
を
禁
じ
、
さ
ら
に
、
四
至
注
文

以
外
に
も
「
山
上
山
下
掟
・
寺
中
僧
侶
之
制
記
」
等
の
重
要
文
書
が
宮
殿
壁
板
に
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
重
ね
て
写
す
こ
と
を
禁
じ
る

と
と
も
に
、
普
門
寺
の
二
大
拠
点
、
桐
岡
院
と
船
形
寺
の
両
院
が
合
わ
せ
て
こ
の
法
式
を
遵
守
す
る
べ
き
旨
が
記
さ
れ
る
。
追
記
部
分

【
Ｄ
】
は
、
重
要
文
書
管
理
に
関
わ
っ
て
一
山
衆
徒
に
示
さ
れ
た
新
た
な
置
文
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
山
上
山
下
掟
・
寺
中
僧
侶
之
制
記
」
に
は
四
至
注
文
と
と
も
に
発
見
さ
れ
た
永
暦
二
年
（
一
一
六
一
）
僧
永
意
起
請
な
ど
が
含
ま

れ
、『
普
門
寺
縁
起
』
に
「
代
々
綸
旨
、
院
宣
、
武
家
代
々
御
判
形
等
、
奉
納
置
宮
殿
者
也
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
先
に
触
れ
た
「
文

治
四
年
九
月
十
五
日
御
寄
進
状
」
な
ど
の
重
要
文
書
も
同
じ
く
宮
殿
内
に
保
管
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。「
山
上
山
下
掟
」
の
よ
う
な

山
麓
集
落
を
含
む
と
み
ら
れ
る
掟
の
存
在
は
、
上
川
氏
が
想
定
す
る
よ
う
な
中
世
成
立
期
の
普
門
寺
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
で

あ
る
。
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こ
う
し
た
桐
岡
院
、
船
形
寺
の
両
院
を
含
む
一
山
全
体
に
関
わ
る
重
要
文
書
が
、
桐
岡
院
の
宮
殿
壁
板
に
記
さ
れ
、
事
実
上
は
桐
岡
院

に
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
当
時
の
両
院
の
関
係
性
に
も
関
わ
る
で
あ
ろ
う
。
考
古
学
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
岩
原
剛
氏
は
、
中
世
に

創
出
さ
れ
た
桐
岡
院
が
古
代
山
寺
か
ら
発
展
し
た
船
形
寺
に
対
し
て
優
位
で
、
山
内
組
織
を
収
斂
し
て
い
く
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
）
15
（

が
、

こ
う
し
た
重
要
書
類
の
管
理
を
桐
岡
院
が
担
い
、
新
た
な
置
文
を
制
定
し
て
い
る
事
実
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。
実
際
に
、

【
Ｄ
】
部
分
置
文
の
署
判
者
の
一
人
、
阿
闍
梨
弘
尊
は
暦
応
元
年
（
一
三
三
八
）
三
界
万
霊
木
牌
に
桐
岡
院
の
僧
と
し
て
見
え
、
三
界
万

霊
供
養
の
中
心
人
物
で
あ
っ
）
16
（

た
。
一
四
世
紀
段
階
で
は
桐
岡
院
が
一
山
を
主
導
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　

天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
成
立
の
『
普
門
寺
縁
起
』
に
よ
れ
ば
、
源
頼
朝
が
参
詣
し
た
際
、
風
に
吹
か
れ
て
き
た
桐
の
葉
に
活
の
字

の
形
の
虫
喰
が
炳
然
と
あ
っ
た
と
い
う
奇
端
に
よ
っ
て
幕
の
紋
に
賜
わ
り
、
後
に
そ
れ
に
因
ん
で
後
鳥
羽
院
よ
り
「
梧
桐
岡
院
」
の
院
号

が
下
さ
れ
た
と
い
う
。
公
武
権
力
と
の
政
治
的
結
び
つ
き
の
由
緒
を
背
景
に
寺
領
四
至
の
安
堵
を
確
保
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
普
門
寺
に
と
っ
て
は
、
重
要
文
書
が
源
頼
朝
や
後
鳥
羽
院
に
所
縁
の
桐
岡
院
宮
殿
内
に
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
自
体
に
、
世
俗
的
権
威
に

通
じ
る
現
実
的
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

重
要
証
文
が
本
尊
宮
殿
壁
板
に
記
さ
れ
て
管
理
さ
れ
た
の
は
、
本
尊
の
霊
力
に
よ
る
守
護
等
へ
の
期
待
、
そ
れ
に
発
す
る
秘
匿
性
、
神

秘
性
を
帯
び
さ
せ
る
意
図
な
ど
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
一
方
で
他
な
ら
ぬ
桐
岡
院
の
本
尊
宮
殿
で
あ
っ
た
背
景
に
は
こ
う
し
た
現
実
的
な

判
断
も
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

近
世
紙
本
写
は
、
伝
来
は
不
明
な
が
ら
、
現
雲
谷
町
在
住
の
普
門
寺
檀
家
の
方
の
お
宅
か
ら
見
出
さ
れ
た
。【
Ｂ
】
部
分
と
【
Ｃ
】
部

分
の
一
行
目
ま
で
写
さ
れ
て
お
り
、
後
欠
で
あ
る
。

　

近
世
紙
本
写
の
最
大
の
特
色
は
、
漢
字
に
振
り
仮
名
が
付
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。「
大
丸
尾
塚
」、「
円
尾
塚
」
の
「
塚
」
に
「
ど
」

「
ヅ
カ
」、「
小
柿
之
渡
流
」
の
「
流
」
に
「
ろ
」「
ル
」
と
そ
れ
ぞ
れ
二
種
の
振
り
仮
名
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
当
時
す
で
に
読
み
方
が
分

か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
普
門
寺
四
至
注
文
は
、
地
域
の
地
名
が
多
く
登
場
す
る
ゆ
え
に
、
地
域
の
歴
史
、
普
門
寺
領
た

る
地
域
の
由
緒
を
知
る
手
掛
か
り
と
し
て
、
そ
う
し
た
考
証
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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近
世
紙
本
写
の
底
本
は
、【
Ａ
】
部
分
を
欠
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
応
安
元
年
紙
本
写
と
み
ら
れ
る
。
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
に
当

時
の
住
持
昶
深
が
永
暦
二
年
僧
永
意
起
請
な
ど
を
書
写
し
て
い
る
例
も
あ
る
が
、
正
中
二
年
木
札
写
等
の
本
尊
宮
殿
安
置
の
重
書
は
近
世

に
至
っ
て
も
日
常
的
に
は
参
照
が
困
難
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
近
世
の
普
門
寺
本
尊
聖
観
音
の
開
帳
は
三
十
年
余
に
一
度
と

さ
れ
て
い
）
17
（

た
。
正
中
二
年
木
札
写
の
非
公
開
性
、
聖
性
と
、
応
安
元
年
紙
本
写
の
公
開
性
、
日
常
性
は
近
世
に
も
継
承
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
普
門
寺
四
至
注
文
写
は
、
本
尊
宮
殿
壁
板
へ
の
書
写
と
い
う
中
世
寺
院
に
お
け
る
文
書
管
理
に
関
わ
る
重
要
な
事
例

で
あ
り
、
諸
本
の
作
成
背
景
か
ら
は
、
各
時
期
固
有
の
寺
僧
集
団
や
地
域
住
人
ら
の
事
情
、
文
書
の
機
能
が
う
か
が
え
る
。
訴
訟
を
契
機

と
し
て
い
る
と
は
い
え
、
鎌
倉
初
期
に
遡
る
公
武
権
力
の
安
堵
状
な
ど
の
関
連
文
書
と
有
機
的
な
連
関
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
た
と
思

わ
れ
、
一
定
の
信
憑
性
は
認
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
記
さ
れ
た
寺
領
四
至
は
鎌
倉
期
初
頭
に
安
堵
さ
れ
た
も
の
を
継
承
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
確
定
さ
れ
た
寺
領
の
前
提
に
は
、
平
安
末
期
の
中
世
普
門
寺
成
立
の
基
盤
と
な
っ
た
地
域
社
会
の
実
態
が

あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
四
至
の
地
名
の
比
定
に
よ
り
、
当
時
の
普
門
寺
領
の
範
域
復
原
を
試
み
る
。

第
二
章　

鎌
倉
期
普
門
寺
領
四
至
の
復
原

　

一
部
前
稿
「
鎌
倉
期
の
普
門
寺
領
」
と
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
以
下
、
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
普
門
寺
四
至
注
文
写
の
記
載
順

に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
名
の
比
定
を
試
み
る
。
そ
の
比
定
地
は
図
一
に
示
し
た
。

①
雲
谷
之
郷

　

普
門
寺
が
所
在
す
る
豊
橋
市
雲
谷
町
、
近
世
雲
谷
村
を
故
地
と
す
る
、
船
形
山
の
南
麓
村
落
で
あ
る
。
南
方
に
位
置
す
る
元
和
七
年

（
一
六
二
一
）
成
立
の
中
原
村
、
南
西
に
位
置
す
る
貞
享
年
間
（
一
六
八
四
〜
一
六
八
八
）
成
立
と
い
う
大
脇
新
田
な
ど
の
村
域
も
中
世
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雲
谷
の
一
部
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

現
段
階
で
は
本
史
料
を
初
見
と
す
る
が
、
雲
谷
村
は
中
世
普
門
寺
の
主
要
な
基
盤
の
一
つ
で
、
そ
の
成
立
は
一
二
世
紀
に
は
遡
る
も
の

と
想
定
さ
れ
る
。
本
史
料
で
は
「
坂
本
」、
す
な
わ
ち
普
門
寺
山
麓
膝
下
村
落
で
あ
る
こ
と
が
意
識
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
永
享
四
年
（
一
四
三
二
）
御
前
落
居
記
）
18
（

録
に
所
見
が
あ
る
。
事
書
に
「
疋
田
彦
三
郎
長
利
与
㍼参
河
国
渥
美
郡
高
足
郷
船
形

寺
雑
掌
㍽相
論
境
内
雲
谷
・
手
洗
・
山
寺
三
名
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
北
麓
の
膝
下
村
落
で
あ
る
手
洗
な
ど
と
と
も
に
、
船
形
寺
（
普
門

寺
）
と
幕
府
奉
公
衆
一
族
の
疋
田
氏
と
の
間
で
相
論
が
起
き
て
お
り
、
そ
の
際
、
高
足
郷
雲
谷
名
な
ど
と
表
記
さ
れ
て
い
た
。
所
領
関
係

が
複
雑
で
判
然
と
し
な
い
が
、
雲
谷
郷
は
国
衙
領
高
足
郷
の
一
部
が
普
門
寺
領
と
し
て
割
か
れ
て
成
立
し
た
も
の
と
み
ら
れ
、
特
に
疋
田

氏
の
よ
う
な
高
足
郷
惣
郷
支
配
権
を
主
張
す
る
側
か
ら
は
「
高
足
郷
雲
谷
名
」
な
ど
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の

相
論
で
は
、
船
形
寺
の
み
な
ら
ず
疋
田
氏
や
幕
府
も
雲
谷
等
を
船
形
寺
の
「
境
内
」
と
表
現
し
て
お
り
、
認
識
の
上
で
は
船
形
寺
と
雲
谷

は
一
体
の
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
。
結
局
、
幕
府
は
「
文
治
四
年
九
月
十
五
日
御
寄
進
状
」
を
重
視
し
、
船
形
寺
の
知
行
を
認
め

て
い
る
。

　

そ
の
後
、
文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
の
雲
谷
町
鹿
島
神
社
所
蔵
棟
札
）
19
（
銘
で
「
雲
谷
郷
」、
天
文
三
年
（
一
五
三
四
）『
普
門
寺
縁
）
20
（
起
』
で

は
「
雲
之
谷
村
」
な
ど
と
し
て
み
え
る
。
前
者
も
雲
谷
郷
の
「
村
人
等
」
を
願
主
と
し
て
造
営
事
業
が
行
わ
れ
て
お
り
、
雲
谷
村
は
中
世

後
期
に
は
実
質
的
な
生
活
単
位
と
し
て
顕
在
化
し
て
い
る
。

②
岩
崎
之
郷

　

豊
橋
市
岩
崎
町
の
周
辺
、
近
世
上
岩
崎
村
・
下
岩
崎
村
を
故
地
と
す
る
、
船
形
山
の
北
麓
村
落
で
あ
る
。
本
史
料
を
初
見
と
し
、
雲
谷

郷
と
同
じ
く
「
坂
本
」
と
記
さ
れ
、
普
門
寺
山
麓
膝
下
村
落
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
雲
谷
郷
と
並
ぶ
中
世
普
門
寺
の
主
要
な
基
盤
の

一
つ
で
あ
り
、
そ
の
中
世
村
落
と
し
て
の
成
立
は
一
二
世
紀
に
遡
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。

　

建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
か
ら
応
永
四
年
（
一
三
九
七
）
ま
で
、
岩
崎
郷
は
結
城
氏
の
所
領
と
し
て
確
認
で
き
）
21
（
る
。
す
な
わ
ち
、
後
醍
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醐
天
皇
よ
り
結
城
宗
広
に
「
備
中
国
荏
原
・
草
間
両
条
」
な
ど
の
散
在
所
領
の
替
地
と
し
て
与
え
ら
れ
た
三
河
国
渥
美
郡
内
諸
郷
の
一
つ

と
し
て
み
え
る
。
こ
の
諸
郷
の
う
ち
に
は
、
先
に
雲
谷
も
そ
の
一
部
で
あ
っ
た
と
し
て
触
れ
た
高
足
郷
も
含
ま
れ
て
お
り
、
普
門
寺
の
南

北
山
麓
の
両
郷
が
こ
の
と
き
ま
で
に
結
城
氏
領
に
数
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
他
の
諸
郷
の
う
ち
、「
牟
呂
・
草
間
郷
」
は
も
と
も

と
得
宗
領
で
あ
っ
た
と
い
）
22
（

い
、
鎌
倉
期
以
来
、
武
家
領
主
に
よ
る
郡
郷
支
配
が
普
門
寺
領
周
辺
に
及
び
つ
つ
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
訴
訟

を
契
機
す
る
と
み
ら
れ
る
仁
治
三
年
四
至
注
文
写
の
作
成
背
景
に
も
通
じ
る
。

　
『
普
門
寺
縁
起
』
に
、
普
門
寺
中
興
の
化
積
上
人
が
鞍
を
安
置
し
神
祝
し
て
鞍
掛
明
神
と
し
、
そ
の
地
を
岩
崎
郷
と
名
付
け
、
そ
の
地

の
氏
神
と
し
た
と
の
記
述
が
あ
り
、
普
門
寺
と
の
強
い
結
び
つ
き
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
中
世
末
期
に
至
る
ま
で
普
門
寺
の
主
要
基
盤
と

認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

一
六
世
紀
半
ば
頃
よ
り
西
方
の
台
地
が
開
発
さ
れ
始
め
、
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
に
下
岩
崎
村
が
分
村
独
立
し
た
。
弘
治
か
ら
永
禄

期
に
か
け
て
普
門
寺
領
を
離
れ
て
い
）
23
（
る
。

③
東
の
四
至

　
「
東
葉
鍋
山
嶺
筋
於
限
、
末
葉
長
櫃
之
尾
、
梅
田
沢
・
境
川
於
限
也
」
と
あ
り
、「
鍋
山
嶺
筋
」、「
長
櫃
之
尾
」、「
梅
田
沢
」、「
境
川
」

の
地
名
が
検
出
さ
れ
る
。
普
門
寺
の
東
方
は
三
遠
の
国
境
で
、
弓
張
山
系
（
湖
西
連
峰
）
南
端
部
か
ら
梅
田
川
の
辺
り
に
相
当
す
る
。

　

「
鍋
山
」
は
雲
谷
町
内
、
普
門
寺
周
辺
の
小
字
「
ナ
ベ
山
下
」、「
ナ
ベ
山
」
な
ど
と
し
て
地
名
が
残
る
。「
鍋
山
」
と
呼
ば
れ
る
山
自
体

は
現
在
な
い
が
、
弓
張
山
系
南
端
部
に
属
す
る
雲
谷
町
東
境
の
山
々
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
の
山
を
指
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

「
長
櫃
之
尾
」
は
現
在
そ
の
名
を
残
し
て
い
な
い
。
但
し
そ
の
名
称
か
ら
、「
鍋
山
」
か
ら
の
尾
根
筋
の
続
き
で
、
尾
根
の
先
端
部
を
指

し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

「
梅
田
沢
」「
境
川
」
は
、
現
在
、
三
遠
国
境
付
近
を
流
れ
る
梅
田
川
、
境
川
に
相
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
梅
田
川
は
、
雲
谷
よ
り
南
東

へ
一
度
、
現
在
の
県
境
を
大
き
く
越
え
て
梅
田
（
静
岡
県
湖
西
市
）
に
入
り
、
し
ば
ら
く
梅
田
地
内
を
南
流
し
た
後
、
西
に
流
れ
を
変
え
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て
県
境
を
再
び
越
え
て
三
河
に
戻
る
。
梅
田
川
が
西
に
流
れ
を
変
え
た
辺
り
で
、
遠
州
灘
方
面
か
ら
現
県
境
を
北
流
し
て
き
た
境
川
が
合

流
す
る
。
梅
田
川
と
境
川
の
合
流
点
よ
り
南
方
、
普
門
寺
領
東
の
四
至
の
最
南
端
部
は
、
境
川
を
境
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

④
南
の
四
至

　
「
南
葉
赤
池
与
梨
小
野
之
堤
、
毘
沙
門
塚
、
円
尾
塚
、
落
合
、
樹
池
、
平
五
郎
塚
与
梨
細
路
在
、
猿
馬
場
、
大
丸
尾
塚
与
梨
嶺
於
限
也
、」

と
あ
り
、「
赤
池
」、「
毘
沙
門
塚
」、「
円
尾
塚
」、「
落
合
」、「
樹
池
」、「
平
五
郎
塚
」、「
猿
馬
場
」、「
大
丸
尾
塚
」
の
地
名
が
検
出
さ
れ

る
。

　
「
赤
池
」
は
、
境
川
を
湖
西
市
岡
崎
か
ら
豊
橋
市
中
原
町
に
渡
る
赤
池
橋
と
し
て
地
名
が
残
る
。
境
川
を
辿
っ
て
き
た
東
の
四
至
は
、

こ
の
辺
り
で
南
の
四
至
に
接
続
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
小
野
之
堤
」
は
手
が
か
り
を
得
ら
れ
な
い
が
、
赤
池
橋
の
西
岸
に
、
豊
橋
市
原
町

の
小
字
と
し
て
「
塘
下
」「
塘
上
」
な
ど
の
地
名
が
残
る
。
境
川
、
ま
た
は
そ
の
余
流
の
堤
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
毘
沙
門
塚
」
は
、
現
在
で
は
失
わ
れ
て
い
る
が
、
豊
橋
市
豊
清
町
の
小
字
「
比
舎
古
」
に
比
定
で
き
る
。
現
在
は
工
場
地
と
し
て
造

成
さ
れ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
塚
が
あ
っ
た
と
い
う
。　

前
稿
に
紹
介
し
た
通
り
、
二
川
区
有
文
書
の
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
十
月
二

十
五
日
「
渥
美
郡
原
村
・
下
細
谷
村
・
二
川
村
山
論
裁
許
絵
）
24
（
図
」
で
、
吉
田
領
（
原
村
）
と
下
細
谷
村
と
の
山
境
に
毘
沙
門
塚
が
あ
り
、

そ
れ
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
近
世
に
は
普
門
寺
と
の
所
縁
も
失
わ
れ
て
い
る
が
、
中
世
普
門
寺
領
四
至
は
近
世
村
の
境
界
線
と
し

て
踏
襲
さ
れ
、
毘
沙
門
塚
も
境
目
の
印
と
し
て
の
機
能
を
持
ち
続
け
て
い
る
。

　
「
円
尾
塚
」、「
落
合
」、「
樹
池
」、「
平
五
郎
塚
」
は
、
現
在
で
は
伝
承
、
痕
跡
と
も
に
失
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
所
在
を
示
す
近
世
文

書
が
普
門
寺
文
書
に
見
い
だ
さ
れ
た
。
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
作
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
「
雲
谷
村
・
二
川
宿
井
堰
相
論
差
図
」

（
図
二
）
で
あ
る
。

　

こ
の
相
論
に
つ
い
て
は
、
二
川
区
有
文
書
、
普
門
寺
文
書
の
双
方
に
訴
訟
文
書
が
残
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
）
25
（
る
。

概
要
を
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
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寛
政
四
年
、
雲
谷
が
「
立
岩
田
面
」（
現
在
の
立
岩
の
周
辺
の
水
田
）
の
用
水
と
し
て
、
六
太
川
（
梅
田
川
）
か
ら
北
方
へ
向
か
っ
て

「
今
度
普
請
場
所
井
」
と
い
う
用
水
を
引
き
、
そ
の
水
を
引
き
込
む
た
め
に
梅
田
川
に
井
堰
を
設
置
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
下
流
の
対

岸
か
ら
水
を
引
き
込
む
「
茂
平
井
」
を
利
用
し
て
い
た
二
川
の
田
畑
へ
の
用
水
が
絶
た
れ
る
こ
と
と
な
り
、「
茂
平
井
」
の
灌
漑
地
域
に

あ
っ
た
二
川
の
水
田
が
干
上
が
っ
た
。
こ
の
事
態
を
受
け
、
二
川
は
雲
谷
に
新
設
井
堰
の
取
り
壊
し
を
求
め
て
、
六
月
に
吉
田
藩
に
訴
え

出
る
。

　

訴
え
ら
れ
た
雲
谷
村
は
同
月
に
反
論
し
、
こ
の
下
流
に
あ
っ
た
「
藤
兵
衛
井
」（
差
図
で
は
「
古
藤
兵
衛
井
」）
を
古
来
よ
り
用
い
て
い

た
が
、
先
年
の
大
水
で
破
損
し
、
村
方
困
窮
に
つ
き
修
復
を
延
期
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
当
春
は
旱
害
が
起
こ
り
難
儀
し
て
い
た
た
め
、
二

十
四
、
五
間
ほ
ど
川
上
に
井
堰
を
普
請
し
た
。
よ
っ
て
こ
れ
は
新
儀
の
井
堰
設
置
で
は
な
い
、
と
主
張
し
た
。

　

七
月
、
二
川
が
雲
谷
の
主
張
に
再
度
反
論
し
、「
長
久
井
」
よ
り
川
下
に
雲
谷
が
主
張
す
る
「
藤
兵
衛
井
」
が
存
在
し
た
と
い
う
証
拠

は
な
く
、
他
の
場
所
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
現
に
、
新
し
い
井
堰
が
設
置
さ
れ
て
か
ら
、
茂
平
井
の
水
掛
り
の
水
田
に
は
一
滴
の
水

も
来
な
く
な
っ
た
、
な
ど
と
主
張
し
た
。
結
果
的
に
は
、
二
川
の
主
張
が
認
め
ら
れ
て
、
雲
谷
は
井
堰
を
取
り
壊
す
こ
と
に
な
る
。

　

差
図
は
、
こ
の
訴
訟
の
過
程
で
雲
谷
村
が
自
ら
の
主
張
を
説
明
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
仁
治
三
年
普
門
寺

四
至
注
文
に
み
え
る
「
円
尾
塚
」、「
落
合
」、「
樹
池
」、「
平
五
郎
塚
」
が
境
目
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
境
相
論
で
あ
れ
ば
、
鎌
倉
時
代
の
古
文
書
に
引
き
付
け
て
偽
作
さ
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
こ
の
井
堰
相
論
で
は
、
先
述

の
相
論
の
経
緯
か
ら
も
明
ら
か
な
通
り
、
境
目
は
争
わ
れ
て
い
な
い
。
差
図
の
作
成
契
機
が
相
論
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
主
題
が
井

堰
の
位
置
に
あ
る
以
上
、
境
界
線
を
偽
る
必
要
性
は
全
く
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
境
界
線
に
描
か
れ
た
円
尾
塚
な
ど
の
記
載
も
信
用
に
足

る
も
の
だ
と
判
断
で
き
る
。

　

史
料
の
性
格
を
確
認
し
た
う
え
で
、
差
図
を
現
代
の
地
図
に
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
図
三
の
よ
う
に
な
る
。
六
太
川
（
梅
田
川
）、
庄
治

川
（
精
進
川
）
の
流
路
は
、
現
在
で
は
か
な
り
整
備
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
差
図
に
描
か
れ
た
流
路
を
と
ど
め
て
い
る
。
差
図
の
中
央

に
、
東
西
に
引
か
れ
た
太
い
灰
色
の
線
が
当
時
の
雲
谷
村
と
二
川
宿
の
村
境
で
あ
る
。
こ
の
村
境
は
、
現
在
の
豊
橋
市
中
原
町
と
二
川
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町
、
豊
清
町
の
大
字
境
と
し
て
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。「
円
尾
塚
」
な
ど
は
、
ま
さ
に
こ
の
境
目
上
に
並
ぶ
よ
う
に
位
置
し
て
い
る
。

　

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
現
地
比
定
を
試
み
る
。

　
「
円
尾
塚
」
は
中
原
町
と
豊
清
町
の
境
界
に
位
置
す
る
「
丸
山
」
に
比
定
さ
れ
る
。
丸
山
は
、
そ
の
中
央
を
東
西
に
大
字
境
が
走
り
、

現
在
も
明
瞭
に
残
る
小
山
で
あ
る
。
差
図
で
描
か
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
考
え
難
い
。
た
だ
し
、
丸
山
は
文
字
通
り
の
自
然
の
山
で
あ

り
、
こ
れ
が
塚
と
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
、「
長
久
や
地
」
と
の
位
置
関
係
も
問
題
を
残
す
。
差
図
で
は
、

「
長
久
や
地
」
よ
り
も
や
や
東
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
丸
山
は
「
長
久
や
地
」
に
比
定
さ
れ
る
旧
家
の
所
在
地
よ
り
も
西
に
位
置
す
る
。

以
上
の
理
由
か
ら
、「
円
尾
塚
」
を
丸
山
に
直
ち
に
断
定
す
る
の
に
躊
躇
を
覚
え
る
。「
長
久
や
地
」
か
ら
の
位
置
関
係
で
は
、
丸
山
の
す

ぐ
東
、
現
在
の
社
員
寮
の
敷
地
内
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
塚
が
相
当
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

　
「
落
合
」
は
、
前
稿
で
は
、
現
存
地
名
お
よ
び
二
川
区
有
文
書
な
ど
か
ら
、
現
二
川
町
字
四
臥
町
の
、
落
合
側
と
梅
田
川
の
合
流
地
点

に
所
在
す
る
字
「
落
合
」
の
地
に
比
定
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
差
図
に
よ
る
と
精
進
川
沿
い
に
所
在
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
差
図
に
も

地
名
の
他
に
描
き
こ
ま
れ
て
い
な
い
が
、
現
在
も
特
に
目
印
と
な
り
そ
う
な
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
の
痕
跡
は
見
い
だ
せ
な
い
。

　
「
樹
池
」
は
、
差
図
に
よ
れ
ば
、
精
進
川
が
梅
田
川
に
合
流
す
る
手
前
、
現
在
の
二
川
町
と
豊
清
町
の
境
界
線
に
所
在
す
る
。
農
地
の

整
備
が
進
ん
で
お
り
、
池
ら
し
き
も
の
は
現
存
し
な
い
。
こ
の
辺
り
は
、
現
在
中
原
町
小
字
鼡
池
に
相
当
す
る
。「
樹
池
」
は
正
確
に
は

ど
の
よ
う
に
読
む
の
か
は
不
明
で
は
あ
る
が
、
現
在
の
小
字
鼡
池
は
何
ら
か
の
関
連
を
有
す
る
地
名
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

最
後
に
、「
平
五
郎
塚
」
は
、
差
図
に
よ
る
と
筋
違
橋
か
ら
梅
田
川
右
岸
を
上
流
に
や
や
遡
る
あ
た
り
で
あ
る
。
現
在
も
筋
違
橋
の
近

く
に
小
さ
な
土
盛
り
が
残
さ
れ
る
が
、
塚
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
鉄
道
の
線
路
に
も
重
な
り
、
線
路
の
建
設
で
近
代
の
早
い
段
階
に

破
壊
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
毘
沙
門
塚
か
ら
西
へ
、
近
世
村
の
境
目
上
を
結
ぶ
か
た
ち
で
の
四
至
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
続
く

「
猿
馬
場
」「
大
丸
尾
塚
」
に
つ
い
て
は
明
確
な
徴
証
は
見
い
だ
せ
な
い
。
但
し
、
前
稿
で
は
「
猿
馬
場
」
に
つ
い
て
、『
東
海
道
名
所
図

会
』
そ
の
他
の
編
纂
物
、
道
中
記
な
ど
に
よ
っ
て
「
境
川
よ
り
東
」、
遠
江
国
境
宿
村
を
候
補
と
し
て
挙
げ
た
が
、
位
置
関
係
か
ら
し
て
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そ
こ
に
は
比
定
し
難
い
。
む
し
ろ
、「
平
五
郎
塚
」
比
定
地
よ
り
、
近
世
二
川
宿
と
大
脇
新
田
と
の
村
境
を
北
西
へ
進
ん
だ
先
に
位
置
す

る
、
豊
橋
市
大
脇
町
内
の
通
称
地
名
「
猿
馬
場
」
が
有
力
な
比
定
地
と
な
）
26
（

る
。
大
脇
新
田
は
貞
享
年
間
（
一
六
八
四
〜
一
六
八
八
）
に
分

村
す
る
ま
で
、
行
政
上
は
雲
谷
村
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
範
域
は
中
世
雲
谷
村
の
村
域
の
一
部
を
成
し
て
い
た
。
先
に
検
討
し
た
円
尾
塚

か
ら
平
五
郎
塚
に
至
る
四
至
が
近
世
の
村
境
に
踏
襲
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
の
辺
り
に
四
至
境
界
線
が
位
置
す
る
蓋
然
性

は
あ
る
。

　

大
脇
新
田
「
猿
馬
場
」
の
北
西
の
浅
間
山
に
は
塚
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
）
27
（

う
。
こ
の
辺
り
は
戦
国
期
以
来
、
雲
谷
村
（
大
脇
新
田
）
と

大
岩
村
と
の
間
で
再
三
山
境
が
確
認
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
）
28
（

で
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
確
認
さ
れ
た
山
境
の
先
例
に
よ
れ
ば
、
浅
間

山
付
近
の
「
石
塚
」
や
「
境
塚
」
が
境
目
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
さ
れ
て
い
）
29
（

る
。
こ
れ
ら
が
「
大
丸
尾
塚
」
に
比
定
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。

⑤
西
の
境
目

　
「
西
葉
傍

之
尾
、
曲
松
、
唐
沢
、
剥
塚
、
九
橋
、
鎮
衛
之
松
原
、
小
柿
之
渡
流
与
梨
」
と
あ
り
、「
傍

之
尾
」、「
曲
松
」、「
唐
沢
」、

「
剥
塚
」、「
九
橋
」、「
鎮
衛
之
松
原
」、「
小
柿
之
渡
流
」
の
地
名
が
検
出
さ
れ
る
。
多
く
は
遺
称
地
が
な
く
、
関
連
史
料
も
見
い
だ
せ
な

い
。

　

こ
の
う
ち
、
辛
う
じ
て
「
曲
松
」
は
豊
橋
市
大
岩
町
の
小
字
と
し
て
地
名
が
現
在
に
残
り
、「
唐
沢
」
は
か
つ
て
の
豊
橋
市
二
川
町
辺

り
全
体
の
通
称
で
あ
っ
た
と
い
）
30
（
う
。
い
ず
れ
も
全
体
と
し
て
西
方
に
位
置
す
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
想
定
さ
れ
た
南
の
四
至
な
ど
と
の
接
続

が
不
明
確
で
あ
る
。
事
書
か
ら
、
普
門
寺
領
四
至
に
岩
崎
郷
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
判
然
と
し
な
い
が
、
北
方
へ
接
続
し
て

い
く
も
の
と
み
ら
れ
る
。
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⑥
北
の
境
目

　
「
北
葉
霜
降
岩
之
北
、
大
沢
於
限
也
、」
と
あ
り
、「
霜
降
岩
」「
大
沢
」
の
地
名
が
検
出
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
遺
称
地
が
な
く
、
判
然
と

し
な
い
。
し
か
し
、
普
門
寺
領
四
至
に
岩
崎
郷
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、「
大
沢
」
は
岩
崎
郷
の

北
方
を
西
流
す
る
渥
美
郡
・
八
名
郡
境
の
境
川
や
、
よ
り
北
方
を
西
流
す
る
朝
倉
川
な
ど
が
候
補
と
な
ろ
う
。
前
者
な
ら
ば
、
近
世
手
洗

村
、
岩
崎
村
が
含
ま
れ
て
、
そ
の
北
境
に
あ
た
る
。
後
者
な
ら
ば
、
八
名
郡
赤
岩
村
や
多
米
村
を
一
部
含
み
こ
む
こ
と
と
な
り
、
事
書
の

「
余
郡
余
郷
混
境
」
が
意
味
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。

　

船
形
山
北
方
に
は
、
岩
崎
郷
の
ほ
か
、
膝
下
に
手
洗
村
が
あ
る
。
手
洗
は
先
に
触
れ
た
永
享
四
年
（
一
四
三
二
）
御
前
落
居
記
録
で
、

船
形
寺
（
普
門
寺
）
と
疋
田
氏
が
争
っ
た
高
足
郷
三
名
の
一
つ
と
し
て
雲
谷
な
ど
と
と
と
も
に
み
え
、「
境
内
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。

近
世
手
洗
村
に
継
承
さ
れ
る
。
船
形
山
膝
下
に
位
置
し
、
中
世
普
門
寺
の
主
要
基
盤
の
一
つ
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
四
至
注
文
に
は
坂
本

と
し
て
雲
谷
郷
、
岩
崎
郷
が
見
え
る
の
み
で
、
手
洗
の
名
は
見
え
な
い
。
山
麓
北
方
の
岩
崎
郷
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
た
か
、

先
に
雲
谷
と
と
も
に
高
足
郷
の
名
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
雲
谷
と
の
関
係
が
よ
り
密
で
あ
り
、
雲
谷
郷
に

含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
の
分
析
に
よ
り
、
一
部
不
十
分
な
部
分
は
あ
る
が
、
中
世
普
門
寺
領
四
至
に
つ
い
て
概
略
は
知
り
得
る
（
図
一
）。
そ
の
範
域
は

雲
谷
郷
、
岩
崎
郷
を
中
心
に
し
て
お
り
、
東
の
四
至
は
弓
張
山
系
南
端
の
尾
根
筋
（
鍋
山
、
長
櫃
之
尾
）
か
ら
、
南
へ
梅
田
川
、
境
川
を

境
と
し
、
梅
田
川
の
流
路
に
沿
っ
て
、
一
部
は
遠
江
国
に
及
ん
で
い
た
。
境
川
沿
い
の
赤
池
か
ら
接
続
す
る
南
の
四
至
は
、
近
世
雲
谷

村
、
大
脇
新
田
、
中
原
村
と
原
村
の
一
部
を
含
み
、
そ
れ
ら
と
下
細
谷
村
、
二
川
宿
と
の
村
境
辺
り
に
比
定
さ
れ
る
。
西
と
北
の
四
至
は

不
明
確
な
部
分
が
多
い
が
、
二
川
宿
・
大
岩
村
の
境
目
辺
り
（
曲
松
）
か
ら
、
二
川
宿
（
唐
沢
）
を
北
方
へ
進
み
、
岩
崎
郷
北
方
に
至
る

も
の
と
推
測
で
き
る
。

　

近
世
村
で
い
う
と
、
雲
谷
村
、
中
原
村
、
大
脇
新
田
、
手
洗
村
、
上
岩
崎
村
、
下
岩
崎
村
と
、
原
村
、
二
川
宿
の
一
部
を
含
ん
で
い
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た
。
こ
の
う
ち
中
原
村
、
大
脇
新
田
、
下
岩
崎
村
、
二
川
宿
は
一
六
世
紀
以
降
の
開
発
で
あ
ろ
う
が
、
中
世
段
階
か
ら
少
な
く
と
も
雲

谷
、
岩
崎
、
手
洗
な
ど
の
複
数
村
落
を
四
至
内
に
含
ん
で
い
た
こ
と
は
想
定
で
き
る
。
仁
治
三
年
普
門
寺
四
至
注
文
写
は
鎌
倉
期
初
頭
の

安
堵
状
等
を
前
提
と
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
一
二
世
紀
の
中
世
普
門
寺
成
立
の
背
景
と
な
っ
た
地
域
社
会
の
実
態
と
し

て
、
こ
れ
ら
の
複
数
の
中
世
村
落
の
存
在
が
導
き
出
さ
れ
る
。

　

想
定
さ
れ
る
こ
の
普
門
寺
領
四
至
範
域
の
最
大
の
特
色
は
、
国
境
を
越
え
る
点
に
あ
る
。
事
書
に
「
余
郷
余
郡
或
他
国
仁
混
境
之
事
」

と
あ
る
が
、
実
際
に
東
の
四
至
が
梅
田
川
に
沿
っ
て
遠
江
に
一
部
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
一
般
に
国
境
を
越
え
る
領
域

の
設
定
は
想
定
し
難
い
が
、
中
世
普
門
寺
が
、
権
力
的
に
設
定
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
政
治
権
力
か
ら
の
自
立
を
選
択
し
た
地
域
社
会
諸

階
層
に
よ
り
再
生
さ
れ
た
と
い
う
成
立
事
情
が
背
景
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
連
帯
す
る
地
域
社
会
の
ま
と
ま
り
が
事
実
上
の
普
門
寺
領

と
し
て
追
認
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
雲
谷
村
の
東
境
で
は
、
近
世
に
い
た
っ
て
、
寛
永
十
八
年
（
一
六
四

一
）
に
遠
江
国
岡
崎
村
、
新
所
村
と
境
相
論
が
起
き
、「
国
之
境
」
が
争
わ
れ
て
い
）
31
（
る
。
こ
の
時
期
以
降
に
村
境
や
国
境
が
確
定
さ
れ
て

い
く
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ま
で
国
境
が
不
明
確
で
あ
っ
た
の
は
、
中
世
成
立
期
以
来
の
歴
史
的
経
緯
が
背
景
に
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ

れ
る
。

　

仁
治
三
年
四
至
注
文
は
、
中
世
成
立
期
の
、
仏
教
権
威
に
正
統
化
さ
れ
た
地
域
社
会
の
自
立
的
動
向
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
後
の

推
移
の
な
か
で
、
寺
領
維
持
の
た
め
に
公
武
の
政
治
権
力
の
保
障
が
現
実
的
に
求
め
ら
れ
た
歴
史
的
段
階
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
後
の
管
理
段
階
に
お
い
て
も
聖
性
、
非
公
開
性
と
、
現
実
性
、
公
開
性
の
二
面
性
を
有
し
て
機

能
し
、
し
か
も
普
門
寺
と
地
域
と
の
歴
史
的
由
緒
を
物
語
る
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
中
世
の
山
寺
と
地
域
社
会
と
の
関
係
性
を
具
体
的
に
捉
え
る
こ
と
を
意
図
し
て
、
三
河
国
普
門
寺
の
成
立
基
盤
と
な
っ
た
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地
域
社
会
の
範
域
を
、
仁
治
三
年
四
至
注
文
に
よ
っ
て
復
原
的
に
考
察
し
た
。

　

仁
治
三
年
四
至
注
文
写
は
、
一
二
世
紀
後
半
に
お
け
る
中
世
普
門
寺
成
立
の
基
盤
と
な
っ
た
地
域
社
会
の
範
域
を
前
提
と
し
て
、
鎌
倉

期
初
頭
の
公
武
権
力
と
の
政
治
的
つ
な
が
り
に
よ
り
獲
得
さ
れ
た
安
堵
状
な
ど
を
踏
ま
え
て
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
中
興
僧
化
積
や

源
頼
朝
所
縁
の
桐
岡
院
の
本
尊
宮
殿
の
壁
板
に
写
さ
れ
て
、
本
尊
至
近
に
守
護
さ
れ
る
聖
性
、
秘
匿
性
が
期
待
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
世

俗
的
権
威
を
も
合
わ
せ
て
寺
領
の
維
持
を
意
図
す
る
桐
岡
院
の
現
実
的
な
判
断
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
も
各
時
期
固
有
の
事
情
を
背
景
に
、

中
世
普
門
寺
領
た
る
地
域
社
会
の
由
緒
を
物
語
る
も
の
と
し
て
紙
本
写
が
作
成
さ
れ
、
日
常
的
に
参
照
さ
れ
た
。

　

そ
こ
に
示
さ
れ
る
範
域
は
、
中
世
成
立
期
に
政
治
権
力
か
ら
の
自
立
を
選
択
し
た
地
域
貴
顕
層
に
よ
り
普
門
寺
が
再
生
さ
れ
た
と
い
う

事
情
を
背
景
に
、
複
数
の
中
世
村
落
を
内
実
と
し
、
国
境
を
越
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
四
至
内
に
含
ま
れ
る
山
麓
膝
下
村
落
で
あ
る
雲
谷

や
岩
崎
、
手
洗
は
、
普
門
寺
と
密
接
な
関
係
を
有
し
な
が
ら
、
中
世
末
期
に
至
る
ま
で
「
境
内
」「
坂
本
」
な
ど
と
し
て
認
識
さ
れ
続
け

た
。
一
二
世
紀
の
地
域
貴
顕
層
の
普
門
寺
再
生
を
め
ぐ
る
諸
動
向
は
、
仁
治
三
年
四
至
注
文
を
媒
介
と
し
て
、
寺
院
を
構
造
的
に
組
み
込

ん
で
成
立
す
る
中
世
地
域
社
会
の
特
質
を
刻
印
づ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

注（
1
） 

『
佛
教
藝
術
』
二
六
五
「
特
集
山
岳
寺
院
の
考
古
学
調
査
・
西
日
本
編
」（
二
〇
〇
二
年
）、『
同
』
三
一
五
「
同
・
東
日
本
編
」（
二
〇
一
一
年
）、

『
季
刊
考
古
学
』
一
二
一
「
特
集
山
寺
の
考
古
学
」（
二
〇
一
二
年
）
な
ど
。

（
2
） 

山
下
有
美
「
古
代
中
世
の
寺
院
社
会
と
地
域
」（『
歴
史
評
論
』
六
二
三
号
、
二
〇
〇
二
年
）、
堀
内
和
明
「
中
世
一
山
寺
院
の
空
間
構
成
と
地
域

権
力
」（『
河
内
金
剛
寺
の
中
世
的
世
界
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
二
年
、
初
出
は
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
。

（
3
） 

岩
原
剛
「
三
河
の
山
岳
寺
院
（
愛
知
県
）」（『
佛
教
藝
術
』
三
一
五
、
二
〇
一
一
年
）。

（
4
） 

上
川
通
夫
「
中
世
山
林
寺
院
の
成
立
」（『
日
本
中
世
仏
教
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
塙
書
房
、
二
〇
一
二
年
）。

（
5
） 

『
中
世
三
河
国
普
門
寺
領
現
地
調
査
報
告
書
Ⅰ
（
豊
橋
市
雲
谷
町
編
）』（
愛
知
県
立
大
学
中
世
史
研
究
会
編
集
・
発
行
、
二
〇
一
一
年
）、『
同
Ⅱ

（
豊
橋
市
岩
崎
町
編
）』（
二
〇
一
二
年
）。
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（
6
） 

拙
稿
「
鎌
倉
期
の
普
門
寺
領
」（
前
掲
注（
５
）、『
中
世
三
河
国
普
門
寺
領
現
地
調
査
報
告
書
Ⅰ
（
豊
橋
市
雲
谷
町
編
）』
所
収
）。

（
7
） 

普
門
寺
文
書
。『
愛
知
県
史
』
資
料
編
14
中
世
・
織
豊
、
補
三
六
号
。
な
お
上
川
通
夫
「
三
河
国
普
門
寺
の
中
世
史
料
」（『
日
本
中
世
仏
教
と
東

ア
ジ
ア
世
界
』
塙
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
初
出
は
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

（
8
） 
普
門
寺
文
書
。『
愛
知
県
史
』
資
料
編
９
中
世
２
、
一
四
八
号
。

（
9
） 
雲
谷
町
戸
田
智
春
氏
所
蔵
文
書
。
前
掲
注（
５
）、『
中
世
三
河
国
普
門
寺
領
現
地
調
査
報
告
書
Ⅱ
（
豊
橋
市
岩
崎
町
編
）』
七
六
頁
。

（
10
） 

福
田
以
久
生
「
中
世
の
渥
美
郡
高
師
郷
に
つ
い
て
」（『
愛
知
大
学
文
学
論
叢
』
第
七
六
輯
、
一
九
八
四
年
）。

（
11
） 

『
鎌
倉
遺
文
』
三
七
巻
、
二
九
〇
三
七
号
。

（
12
） 

海
老
沢
衷
「
新
刊
紹
介　

愛
知
県
立
大
学
中
世
史
研
究
会
『
中
世
三
河
国
普
門
寺
領
現
地
調
査
報
告
書
Ⅰ
』」（『
鎌
倉
遺
文
研
究
』
第
二
八
号
、

二
〇
一
一
年
）。

（
13
） 

『
愛
知
県
史
』
資
料
編
14
中
世
・
織
豊
、
寺
社
縁
起
五
八
号
。

（
14
） 

『
愛
知
県
史
』
資
料
編
９
中
世
２
、
一
四
〇
九
号
。

（
15
） 

前
掲
注（
３
）、
岩
原
剛
「
三
河
の
山
岳
寺
院
（
愛
知
県
）」。

（
16
） 

『
愛
知
県
史
』
資
料
編
14
中
世
・
織
豊
、
補
二
三
〇
号
。

（
17
） 

寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
十
一
月
船
形
三
普
門
寺
由
来
記
録
書
（
前
掲
注
５
、『
中
世
三
河
国
普
門
寺
領
現
地
調
査
報
告
書
Ⅰ
（
豊
橋
市
雲
谷
町

編
）』
六
一
頁
）。

（
18
） 

前
掲
注（
14
）。

（
19
） 

『
愛
知
県
史
』
資
料
編
９
中
世
２
、
二
一
七
五
号
。

（
20
） 

前
掲
注（
13
）。

（
21
） 

建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
二
月
六
日
後
醍
醐
天
皇
綸
旨
案
（
結
城
家
文
書
、『
愛
知
県
史
』
資
料
編
８
中
世
１
、
一
〇
〇
〇
号
）、
延
元
元
年
（
一

三
三
六
）
四
月
二
日
結
城
宗
広
譲
状
（
結
城
家
文
書
、『
愛
知
県
史
』
資
料
編
８
中
世
１
、
一
〇
一
二
号
）、
応
安
二
年
（
一
三
六
九
）
六
月
十
九
日

結
城
顕
朝
譲
状
案
（
白
河
證
古
文
書
、『
愛
知
県
史
』
資
料
編
９
中
世
２
、
一
七
一
号
）、
応
永
四
年
（
一
三
九
七
）
十
月
二
十
一
日
結
城
満
朝
譲
状

写
（
白
河
證
古
文
書
、『
愛
知
県
史
』
資
料
編
９
中
世
２
、
七
一
九
号
）。

（
22
） 

前
掲
注（
10
）、
福
田
以
久
生
「
中
世
の
渥
美
郡
高
師
郷
に
つ
い
て
」。
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（
23
） 

拙
稿
「
ま
と
め
」（
前
掲
注
５
、『
中
世
三
河
国
普
門
寺
領
現
地
調
査
報
告
書
Ⅱ
（
豊
橋
市
岩
崎
町
編
）』）。

（
24
） 

二
川
区
有
文
書
・
三
三
三
八
号
（
豊
橋
市
二
川
宿
本
陣
資
料
館
寄
託
）。『
豊
橋
市
史
』
第
七
巻
、
七
四
五
頁
参
照
。

（
25
） 

寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
六
月
「
二
川
宿
・
雲
谷
村
井
堰
相
論
一
件
」（
二
川
区
有
文
書
・
二
四
八
一
号
、
豊
橋
市
二
川
宿
本
陣
資
料
館
寄
託
。

『
豊
橋
市
史
』
第
七
巻
、
七
一
三
頁
参
照
）、「
二
川
宿
・
雲
谷
村
井
堰
相
論
一
件
」（
普
門
寺
文
書
・
田
口
久
次
郎
箱
二
九
号
）、「
藤
兵
衛
之
事
」

（
普
門
寺
文
書
・
田
口
久
次
郎
箱
三
九
号
）。

（
26
） 

兼
子
永
一
『
大
脇
史
』（
私
家
版
、
一
九
六
三
年
、
大
脇
町
自
治
会
所
蔵
）。

（
27
） 

大
脇
町
在
住
戸
田
和
治
郎
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

（
28
） 

愛
知
県
立
大
学
中
世
史
研
究
会
「
大
脇
新
田
戸
田
家
文
書
目
録
・
解
題
」（『
愛
知
県
立
大
学
文
字
文
化
財
研
究
所
紀
要
』
一
、
二
〇
一
五
年
）。

（
29
） 

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
三
月
二
日
「
山
境
為
取
替
一
札
之
事
」（
大
岩
区
有
文
書
・
八
六
五
号
、
豊
橋
市
二
川
宿
本
陣
資
料
館
寄
託
）。

（
30
） 

附
近
の
古
代
・
中
世
の
集
落
遺
跡
で
あ
る
曲
松
遺
跡
か
ら
は
、
一
二
世
紀
代
の
輪
花
碗
が
多
数
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
て
お
り
、
普
門
寺
領
境
界
地

と
し
て
の
性
格
と
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
永
井
邦
仁
「
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査
報
告
書　

曲
松
遺
跡
」『
年
報　

平
成
24
年

度
』
愛
知
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
三
年
）。

（
31
） 

寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
九
月
「
雲
谷
村
と
岡
崎
村
・
新
所
村
境
論
口
上
」（
雲
谷
区
有
文
書
、『
豊
橋
市
史
』
第
七
巻
、
一
九
七
八
年
）。
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Reconsideration of the Domain of Fumonji-Temple 
in the Medieval Mikawa Province

Mitsumasa HATTORI

 Fumonji-temple (普門寺) is a mountain temple in the Mikawa (三河) province. 
It is regarded as a typical example of the close relations between the local society 
and temples in the medieval period. Though various research results about 
Fumonji-temple is presented recently, the realities of the local society is hardly 
made clear. In this monograph, I studied it by analyzing Fumonji-sīsi-chūmon (普
門寺四至注文), which is written in the third year of Ninji (仁治, 1242), and 
reconsidering the domain of Fumonji-temple.
 First, I analyzed manuscripts of Fumonji-sīsi-chūmon to make clear a 
background of the descriptions and meaning of the particular method of keeping its 
manuscript, that it is copied on the wall of Kuden (宮殿); miniature shrine for 
Buddha statue. It is cleared that the Fumonji-sīsi-chūmon is descripted to get 
guarantee for keeping Fumonji’s domain by political power. And the domain 
followed local society’s independent orientation justified by Buddhist authority in 
12th century. 
 Then, I reconstructed the domain of Fumonji temple in the Kamakura era. 
Analyzing the Fumonji-sīsi-chūmon, we know old place names on borderline of the 
Fumonji’s domain. I presented reconstructions of the Fumonji’s domain by 
researching where the borderline was. In Conclusion, the domain of fumonji 
included a part of the Tōtoumi (遠江) province, which means that confirming the 
domain was influenced local society’s independent orientation in 12th century.
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